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▼スローガン
○早めから　つけるライトで　
　消える事故
○「ちょっとだけ」　ちょっとで
　すまない　飲酒事故
▼安全運転講習会のお知らせ
○９月７日（月）・８日（火）
　阪南市サラダホール（小ホール）
○９月９日（水）・10日（木）

�×
M�v�Ì��
�¢�
�£�Ñ�ç�Ú�å�¹�ï�y�y�y�y���¢�
�£���Ì���y

�¢���£�����L�N �Ú�å�¹�ï�y�y���y�¢���£�
�Ì�� ���� 
ü

�×�•�U	��è

　泉南市イオンモールりんくう泉
南（２階イオンホール）
○９月16日（水）　
　岬町立町民体育館
○９月17日（木）　
　多奈川小学校会議室
▼受付時間　各日18時30分から
▼講習時間　各日19時から
※受講の際は、必ず「講習カード」
を持参してください。

■９月 ₁₁ 日は「警察相談の日」
～警察の相談ダイヤル ＃₉₁₁₀～
○犯罪等による被害の未然防止
など、生活の安全を守るための
窓口です。
○緊急の事件、事故以外の相談に
ついては、110番通報ではなく、「＃
9110」をご利用ください。
▼問合せ　泉南警察署　
　　　　　　　☎ 471 － 1234
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◆泉南警察署からお知らせ
■「秋の全国交通安全運動」
　９月 21（月）～ 30 日（水）
▼運動の基本
○子どもと高齢者の交通事故防止
▼全国重点
○夕暮れ時と夜間の歩行中、自転
車乗用中の交通事故防止
○後部座席を含めた全ての座席シ
ートベルトとチャイルドシートの
正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶

◆ノルディック・ウォーク
　ポール貸出のお知らせ
　スキーのストックのようなポ
ールを持って歩く、ノルディッ
ク・ウォーク用ポールを無料で
貸出しています。ご希望の方は
お申込みください。
▼申込・貸出・返却　　
　高齢福祉課　
▼貸出期間　最長１か月間
▼問合せ　
　高齢福祉課　☎ 492 ‐ 2716

◆マイナンバー通知カード
　送付のお知らせ
　平成 27 年 10 月５日にマイナ
ンバー制度がスタートし、10 月
５日以降に住民票の住所地にマ
イナンバー（個人番号）をお知
らせする通知カードが簡易書留
で送付されます。
　これに伴い、やむを得ない理由
により住民票の住所地で受け取
ることができない次のような方
は、居所情報登録申請書による登
録が必要です。申請書や添付書類
を役場住民生活課に持参又は郵
送してください。
▼申請が必要な方
○東日本大震災による被災者
○ DV、ストーカー行為等、児
童虐待等の被害者
○一人暮らしで、長期間、医療機関・
施設に入院・入所されている方
▼登録期間　平成 27 年８月 24
日（月）～９月 25 日（金）
※郵送の場合は９月 25 日必着
▼登録に必要な書類
○居所情報登録申請書
○申請者の本人確認書類（運転

免許証、旅券など）
○居所に居住していることを証す
る書類（公共料金の領収書等又は
申請書に医療機関等に入院・入所
している証明があること）
○委任状等の代理権を証明する
書類（代理人が申請する場合のみ）
○代理人の本人確認書類（代理
人が申請する場合のみ）
※本人確認ができるもの
　運転免許証、旅券、住民基本台
帳カード、在留カード、身体障害
者手帳、精神障害者保健福祉手帳
等のうち１点。または、健康保険
証、年金手帳、社員証、学生証、
預金通帳、医療受給者証等のうち
2 点（氏名と生年月日又は住所が
記載されているものに限る）。
▼郵送の場合の送付先
〒 599 ‐ 0392　大阪府泉南郡
岬町深日 2000 番地の 1
岬町役場住民生活課住民係
※「居所情報登録申請書在中」
と朱書きしてください。
※申請書は住民係窓口又はホーム
ページからダウンロードできます。
▼問合せ　住民生活課住民係
　　　　　　　☎ 492 ‐ 2713

　平成 28 年１月から社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行に伴い、住民基本台帳カードへの
公的個人認証（電子証明書）の発行・更新の手続きは、平成 27 年 12 月 22 日午後５時をもって終了します。
　住民基本台帳カードの有効期間内であっても、平成 27 年 12 月 23 日以降に住民基本台帳カード向
け電子証明書の発行・更新を行うことはできません。
　現在、住民基本台帳カードをお持ちで、既に電子証明書の発行を受けている方は、有効期間満了日
までご利用いただけますが、終了日時以降に電子証明書の発行・更新が必要な方は平成 28 年１月以
降に始まる個人番号カードを取得していただく必要があります。個人番号カードは、即日交付ができ
ません。確定申告時期に有効期限の満了日を迎える方はご注意ください。
　また、住民基本台帳カードの申請は平成 27 年 12 月４日までとなりますので、ご留意願います。
▼問合せ　住民生活課住民係　☎ 492 ‐ 2713
※マイナンバー制度については下記コールセンターまで。受付時間は土日祝日・年末年始を除く午前
９時から午後５時 30 分までです。

住民基本台帳カード及び公的個人認証サービスのお知らせ住民基本台帳カード及び公的個人認証サービスのお知らせ

【日本語窓口】
0570 ‐ 20 ‐ 0178（全国共通ナビダイヤル）

【外国語窓口】
0570 ‐ 20 ‐ 0291（全国共通ナビダイヤル）
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◆全国一斉！法務局休日
　相談所
▼日時　10 月４日（日）
　午前 10 時～午後４時まで
　（受付午後３時まで）
▼場所　大阪法務局本局（大阪
市中央区谷町二丁目１番 17 号）
▼相談担当者　法務局職員・法
テラス契約弁護士・司法書士・
土地家屋調査士・公証人・人権
擁護委員
▼予約受付　９月１日（火）～
※予約優先制（ただし、弁護士
による相談は先着 16 名の完全
予約制）
▼申込・問合せ　
大阪法務局民事行政調査官室
　　　　　06 － 6942 － 9452

その他

　

　下水道事業受益者負担金の分割納付を選択されている方は、今月
が納期となっています。納め忘れのないよう納期内納付をお願いし
ます。なお、納付書は賦課初年度に郵送しますが、紛失された場合
などはご連絡ください。
■平成 27 年度第１期分
▼納期　９月 30 日（水）
▼納付方法　○一括納付　賦課初年度の第 1 期納期限内に全額納付
　　　　　　　（負担金額の 20％相当額が報奨金として控除）
　　　　　　○分割納付　負担金を６分割し、年２回（９月・３月）、
　　　　　　　３年間で各期ごとに納付
▼問合せ　土木下水道課　☎ 492 ‐ 2026

◆第二阪和国道工事に伴う
　山道の通行止め解除の
　お知らせ
　平成 27 年 9 月１日に第二阪和
国道工事に伴う山道の通行止め
が解除されます。それに伴って、
みさき公園駅から飯盛山へのハ
イキングコースが開通します。
▼問合せ　産業振興課
　　　　　　　☎ 492 ‐ 2749

９月は下水道事業受益者負担金の納期です９月は下水道事業受益者負担金の納期です

◆泉州下水道フェスティバル₂₀₁₅
　つながる下水道と大阪湾
　ご家庭で使った水が、水みらい
センター（下水処理場）でどのよ
うにしてきれいになるか、水みら
いセンターの内部がどうなってい
るか、楽しく体験してみませんか。

『水処理見学』や『微生物』のほか
に、海の生き物のことを学べるイ
ベント『チリメンモンスター』も
行います。また、大阪府や泉州地
域のイベントキャラクターが来て
くれるので、みんなでぜひお越し
ください。
▼日時　10 月 17 日（土）
午前 10 時～午後０時 30 分ごろ

（小雨決行）
▼場所　南部水みらいセンター

（泉南市りんくう南浜）
▼内容　チリメンモンスター、水
処理見学、下水道の話、微生物
▼定員　大人と子どもあわせて
100 名程度（小学生以下は保護
者同伴。大人のみの参加も歓迎）
▼参加費　無料
▼応募期間　
　９月１日（火）～ ９月24日（木）

午後５時まで（応募多数の時は
抽選になります）
▼申込み　
　片道はがき、ＦＡＸ又はＥメー
ルで、代表者の氏名・郵便番号・
住所・電話番号・参加人数（大人
○名、子ども○名及び各学年）を
記入の上、お申し込みください。
▼申込先　
○郵送の場合　〒 597 ‐ 0095
　貝塚市港 25 番地
　大阪府南部流域下水道事務所
　「フェスティバル参加」係
○ FAX の場合　438 ‐ 8237
○Ｅメールの場合
nambugesui-g22@sbox.pref.
osaka.lg.jp
▼参加決定通知　
　ご応募いただいた方全員に、
はがきにて通知を 10 月初旬に
発送予定。
※個人情報は、当イベントへの参
加決定通知目的に限り使用します。
▼ホームページ　
　大阪府南部流域下水道事務所の

「泉州下水道フェスティバル」参照
（http://www.pref.osaka. jp/
nambugesui/senshufes/index.html）
▼主催　
　南大阪湾岸流域下水道事業連

絡協議会、大阪府南部流域下水
道事務所
▼協力　きしわだ自然資料館

（岸和田市教育委員会）
▼後援　
一般財団法人　都市技術センター
▼問合せ　大阪府南部流域下水
道事務所 企画グループ
☎438‐7406（平日9時～17時）
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募　集

◆第４回せんなん里海公園
　フォトコンテスト作品募集
～せんなん里海公園の魅力を
　　あなたの感性で表現しよう～
▼募集期間　
10 月１日（木）～ 11 月 30 日（月）
▼募集要項　
○１人３枚まで
※応募作品の返却はしません。
○作品は、郵送又は持参。当公
園ホームページからのオンライ
ン応募で画像送信も可。
○人物写真を投稿する場合は、本

　大
おおさかふない

阪府内に住
す

み、義
ぎ む

務教
きょういく

育の年
ねんれい

齢（満
まん

15 歳
さい

）をこえている

人
ひと

のうち、いろいろな事
じじょう

情で中
ちゅうがっこう

学校を卒
そつぎょう

業していない人
ひと

を対
たいしょう

象

に、夜
やかん

間に中
ちゅうがっこうきょういく

学校教育を行
おこな

っています。

　日
にちじょうせいかつ

常生活に必
ひつよう

要な基
き そ

礎的
てき

な学
がくりょく

力や知
ちし き

識を身
み

につけることがで

き、中
ちゅうがっこう

学校の卒
そつぎょう

業資
し か く

格を取
と

ることができます。

※「あいうえお」から勉
べんきょう

強でき、授
じゅぎょうりょう

業料は無
むりょう

料です。

▼授
じゅぎょうじかん

業時間　月
げつようび

曜日から金
きんようび

曜日　17 時
じ

30 分
ふん

～ 20 時
じ

30 分
ふん

▼入
にゅうがくうけつけきかん

学受付期間　９月
がつ

１日
にち

（火
か よ う び

曜日）から 10 日
にち

（木
もくようび

曜日）ま

で（土
ど よ う び

曜日、日
にちようび

曜日、祝
しゅくじつ

日は除
のぞ

きます）

※入
にゅうがくきょかしんせいしょ

学許可申請書は、岸
きしき

城中
ちゅうがっこう

学校（岸
き し わ だ し

和田市野
のだちょう

田町２丁
ちょうめ

目）と

岸
きし

和
わだしきょういくいいんかいそうむか

田市教育委員会総務課にあります。

▼申
もう

し込
こ

み・問
と

い合
あ

わせ

○岸
きしきちゅうがっこう

城中学校　☎438－6553　（夜
やかんがっきゅうせんよう

間学級専用）（12時
じ

30分
ふん

～21時
じ

）

岸
き し き

城中
ちゅうがっこう

学校夜
や か ん

間学
がっきゅうせい

級生募
ぼしゅう

集

◆第８回親子しぜん体験会
　参加者募集
　せんなん里海公園で親子で楽
しく自然と生き物に触れ合い、
楽しいゲームをしながら自然の
ふしぎや一足早い秋を探します。

◆親子で木登り体験
　参加者募集
　日頃と違った視点で樹木やまわ
りの景色などを体感しましょう。
▼日時　10 月４日（日）
○１回目　11 時～ 12 時 30 分
○２回目　13 時 30 分～ 15 時
▼定員　各回３家族まで。１家
族につき保護者 1 名と子供（小・
中学生）１～２名
▼参加費　
　１人 500 円（保険料他、園内
駐車場をご利用される場合は、
別途 620 円が必要です。）
▼申込　９月14日（月）から電話
にて受付（10時から17時）先着順。
▼服装　運動しやすい服装（長ズ
ボン可、ハーフパンツ・キュロッ
ト・スカート不可）、かかとが保
護できる運動靴（サンダル不可）
▼持物　
　飲み物は各自でご用意下さい。
▼主催・問合せ
　せんなん里海公園管理事務所
　　　　　　　☎ 494 ‐ 2626
　　　　　　　FAX494 ‐ 2688

▼日時　
　10 月 18 日（日）　13 時～ 15 時
※受付開始　12 時 30 分　　　
※雨天の場合は、潮騒ビバレー
多目的ルームで実施します。
▼集合場所　
　せんなん里海公園「潮騒ビバ
レー」前
▼定員　30 名（保護者含む）
▼対象　小学生・幼児
※保護者が同伴してください。
▼講師　特定非営利活動法人　
　　　　体験学習ネットワーク
　　　　　　　自然体験指導員
▼参加費　無料
　※ただし、園内駐車の場合駐
車料 620 円がかかります。　
▼申込　10 月１日（木）
　９時 30 分より先着順　
　（電話にて受付）
▼主催・問合せ　
　せんなん里海公園管理事務所
　　　　　　　☎ 494 ‐ 2626

人又は保護者の許可を得て下さい。
○審査後、その結果発表とともに
潮騒ビバレーに作品を展示します。
▼フォト教室
　「写真の撮り方を教えて欲し
い」というご要望が寄せられた
ので 11 月８日（日）午後１時
から実施します。
▼定員　20 名先着順
▼受付　10 月１日～　
　　　　９時 30 分～ 17 時
▼申込・問合せ　〒 599 ‐ 0301
　泉南郡岬町淡輪地先
　せんなん里海公園管理事務所
　「フォトコンテスト」係
　　　　　　　☎ 494 ‐ 2626
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　お電話の際には、「自死遺族
相談」とお伝えください。
○受付時間　平日
　午前９時～午後５時 45 分
○予約・問合せ　大阪府こころ
の健康総合センター
　☎ 06 ‐ 6691 ‐ 2818（代表）

携帯電話か
らさまざま
な相談窓口
にアクセス
できます。

■不眠が続くことはないですか？
○疲れているのに眠れない日が
２週間以上続いている
○食欲がなく体重が減っている
○だるくて食欲がわかない
○原因不明の体調不良が続く
　これらは「うつ病」の症状か
もしれません。睡眠と食欲とい
う生きていく基本がそこなわれ
ると、体調がどんどん悪くなり、
気力やがんばりで克服するのは
困難です。≪専門の相談機関か医
療機関に相談してください≫

　岬町では高齢者が地域で安心して生活をおくるためのサービス
や、介護が必要な高齢者とご家族の方への支援の充実に努めてい
ます。現在実施している在宅福祉サービスをご紹介します。
■寝具類洗濯乾燥サービス
▼対象者　65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者だけの世帯の方、
同居の家族が障がいや病気のために寝具類の衛生管理ができない
方などで世帯全員が町民税所得割非課税の方
▼内容　
　掛布団、敷布団、毛布各１枚について年２回 ( ４月、10 月 ) 実施
▼利用者負担　無料
■緊急通報装置の設置
▼対象者　65 歳以上のひとり暮らしの方など
▼内容　ボタン操作で登録先に緊急を知らせるメッセージを発信
することができる「緊急通報装置」を電話機に設置します。
▼利用者負担　生計中心者の所得により利用者負担があります。
■介護用品支給サービス
▼対象者　在宅の要介護３・４・５の要介護認定を受けている方
で、世帯全員が町民税非課税の方
▼内容　要介護３の場合は月 3,200 円、要介護４・５の場合は月
4,000 円を上限に介護用品 ( 紙おむつなど利用者に配布するカタ
ログに記載されている品目に限ります ) を支給します。
■日常生活用具の給付及び貸与
▼対象者　65 歳以上のひとり暮らしの方など
▼品目名　○給付…電磁調理器　○貸与…福祉電話
▼利用者負担　生計中心者の所得により利用者負担があります。
■生活支援ハウス ( 入居申請 )
▼対象者　岬町在住の 60 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ
の世帯で、生活する事に不安のある方
※入居にかかる利用審査があります。なお、空室状況については
下記までお問い合わせください。
▼内容　居室はすべて個室で、必要に応じて介護保険サービスを
利用する事もできます。食事の提供はありませんが、援助員に相
談して弁当配達等の手続きができます。
▼利用料　収入に応じた利用料と、光熱水費・共益費が必要です。
食事などの生活費は自己負担となります。
　　　　　　▼問合せ　高齢福祉課高齢福祉係　☎ 492 － 2716

高齢者在宅福祉サービスのご案内高齢者在宅福祉サービスのご案内

オータムジャンボ宝くじオータムジャンボ宝くじ
　オータムジャンボ宝く
じの収益金は各市町村の
明るく住みよいまちづく
りに使われます。

▼発売期間　９月 28 日（月）
～ 10 月 16 日（金）

▼問合せ　
公益財団法人大阪府市町村振興協会

　☎ 06 ‐ 6941 ‐ 7441 　

◆大阪府不妊に悩む方への
　特定治療支援事業　

　大阪府不妊に悩む方への特定
治療支援事業について、国にお
いて制度改正があり、平成 28
年度から妻の年齢が 43 歳以降
に開始した治療は助成対象外と
なります。
詳 し く は 大 阪 府 HP（http://
w w w. p r e f . o s a k a . l g . j p /
kenkozukuri/boshi/josei.html）
をご覧ください。
▼問合せ　
　大阪府健康医療部保健医療室
　　　　地域保健課母子グループ
☎ 06 － 6941 － 0351（内線 2545）
FAX　06 － 4792 － 1722
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◆全国一斉「高齢者・障
　がい者の人権あんしん
　相談」強化週間
　法務省の人権擁護機関では、
人権擁護活動の一環として、社
会福祉施設における特設人権相
談所の開設や、社会福祉事業従
事者に対し、人権侵害事案の情
報提供を呼びかけるなど、高齢
者や障がい者をめぐる様々な人
権問題の解決を図るための取組
を行っていますが、高齢者や障
がい者に対する暴行・虐待など
の事案が依然として多く発生し
ていることから、下記のとおり
強化週間を実施します。
▼電話番号〔みんなの人権 110 番〕
　0570 － 0

ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

0 3 － 1 1 0
相談は無料で、秘密は厳守します。
▼実施期間　
　９月７日（月）から 13 日（日）
▼受付時間　８時30分から19時。
　ただし、９月 12 日（土）・９月
13 日（日）は 10 時から 17 時
▼相談内容　いじめ、いやがら
せ、虐待など高齢者や障がい者
の人権問題
▼担当者
　人権擁護委員、法務局職員
▼問合せ　大阪法務局人権擁護部
　　　　☎ 06 － 6942 － 9496

人　権

９月 24 日～ 30 日は「結核予防週間」

◆９月 ₁₀ 日から ₁₆ 日は
　「自殺予防週間」です
　自殺で亡くなる人の数は、全
国で年間２万５千人前後となっ
ており、大阪府でも約 1,400 人
の方が亡くなっています。自殺
は、さまざまな要因が複雑に関
係して、「追い込まれた末の死」
であり、「防ぐことのできる社
会的な問題」であると言われて
います。さまざまな悩みを抱え
ている方は、一人で悩まず、専
門の相談機関にご相談くださ
い。また、身近な方の悩みに気
づいたら、温かく寄り添いなが
ら、悩みに耳を傾け、専門家へ

■こころの健康相談統一ダイヤル
○問合せ　☎ 0570 ‐ 064 ‐ 556
※受付時間は地域によって異な
ります。
■こころの健康に不安を感じたら
▼大阪府こころの健康総合セン
ター（こころの電話相談）　
○受付時間　平日
　午前９時 30 分～午後５時
○問合せ　☎ 06 ‐ 6607 ‐ 8814

福　祉
▼泉佐野保健所の精神保健福祉
相談
○受付時間　平日
　午前９時～午後５時 45 分
○問合せ　☎ 462‐7701（代表）
■電話相談
▼関西いのちの電話
○受付時間　24 時間、365 日
○問合せ　☎ 06 ‐ 6309 ‐ 1121
▼大阪自殺防止センター
○受付時間　金曜日午後１時～
日曜日午後 10 時
○問合せ　☎ 06 ‐ 6260 ‐ 4343
▼こころの救急箱
○受付時間　月曜日午後８時～
火曜日午前３時
○問合せ　☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9090
■フリーダイヤルの電話相談
▼「自殺予防いのちの電話」
○受付時間　毎月 10 日　午前
８時～翌日午前８時（24 時間）
○問合せ　☎ 0120 ‐ 738 ‐ 556
■借金の返済に困ったら
▼大阪府債務整理サポートプラザ

（借金の悩み相談室）
○受付時間　平日
　午前９時～午後６時
○問合せ　☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9512
■自死遺族相談（予約制）
　大切な人を自死（自殺）で亡
くされた方のために、来所相談
を実施しています。
　大阪府こころの健康総合セン
ターの専門相談員が、ご遺族の
相談に応じます。

～長引くせきは赤信号～　
　結核の感染・発病を防ぐには、予防接種、早期
発見、体力の保持が大切です。
▼結核予防７つのポイント
○２週間以上せきがつづいたら早めに
医療機関を受診しましょう。
○定期的に健康診断を受けましょう。

○乳児の予防接種（ＢＣＧ）は必ず受けましょう。
○栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。
○禁煙をしましょう。
○疲労を避け、ストレス解消につとめましょう。
○高齢者、免疫力の落ちている人はより注意をし
ましょう。
▼問合せ　泉佐野保健所　☎ 462 ‐ 7703 

の相談をす
すめ、じっ
くりと見守
り ま し ょ
う。
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人 の 動 き

平成 27 年８月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６２５
１６，５５５人
   ７，７６９人
   ８，７８６人

（ー　３）
（－２７）
（－１３）
（－１４）

前月比

税
◆９月の納税
■固定資産税　第３期分
▼納期限　９月 30 日（水）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局、コンビニエンス
ストアで納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金残
高をお確かめください。振替日又
は払込日は、９月 30 日（水）です。
▼問合せ　税務課　納税係　

☎ 492 － 2765　

年　金
◆国民年金保険料の納付
　国民年金保険料の納付期限
は、法令で「納付対象月の翌月
末日」と定められています。納
付期限までに保険料を納めない
と障害基礎年金や遺族基礎年金
が受給できない場合があります
ので、保険料は忘れずに納付期
限までに納めましょう。
■保険料の納付方法
○現金納付（納付書でのお支払い）
　「領収（納付受託）済通知書」
を使用し、「納付期限」までに
銀行などの金融機関、郵便局、
コンビニエンスストアにて納め
てください。
○口座振替（一番おトクな納付
方法）

　口座振替で納めると手間がか
からず、納め忘れを防ぐことも
できます。また、まとめて前払
い（前納）すると、割引が適用
されるのでおトクです。口座振
替の手続きは、お近くの年金事
務所または金融機関の窓口で受
け付けています。また、インタ
ーネットで国民年金保険料口
座振替納付（変更）申出書兼
国民年金保険料口座振替依頼書
(PDF) をダウンロードしてお使
いください。
▼口座振替での前納の申込はお
早めに
●口座振替での平成 27 年度分
保険料の前納の申込みは締め切
りました。なお、平成 28 年度
分１年前納・６カ月前納（４月
～９月分）・２年前納の口座振替
の申込締切日は、平成 28 年２
月 29 日（月）です。なお、口
座振替で前納されている方は、
次年度分について、再度のお申
込みの必要はありません。ただ
し、振替方法を変更される場合
は、再度お申し込みが必要です。
●保険料が一部免除された方
は、口座振替の前納制度はご利
用いただけません。
●郵送による申込みの場合、郵
便物の到着までに日数がかかり
ますので早めに投函していただ
きますようお願いします。
●残高不足で口座からの振替が
できなかった場合は、次の振替
日（2 年前納、1 年前納の場合
は翌年 4 月末）までの間、割引
が無い翌月末振替になります。

■　本　の　紹　介　■
☆劉邦
　著者 ：宮城谷　昌光　
☆ラプラスの魔女
　著者 ：東野　圭吾
☆ 103 歳になってわかったこと
   著者 ：篠田　桃江
※本のリクエストを受付けてい
ます。淡輪公民館では、大阪府
立中央図書館より本の貸出を受
けています。公民館にない本、
貸出中の本もリクエストして下
さい。

本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介

図書だより図書だより

○クレジットカード納付（継続
納付）
　クレジットカードにより定期
的に納付する方法です。申込手
続きは、郵送、年金事務所で受
け付けています。くわしくはお
近くの年金事務所にお問い合わ
せください。
○金融機関、郵便局、コンビニ
等の窓口での納付
　日本年金機構からお送りして
いる納付書を使って、各窓口で
納めていただく方法です。お手
元に納付書がないときは、お近
くの年金事務所までご連絡くだ
さい。
▼問合せ　貝塚年金事務所　
　　　　　　　☎ 431 ‐ 1122
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ９月９日（水）・24 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ９月 16 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応
は、相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　９月16日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 高齢福祉課　☎ 492 − 2716
◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時（要予約）学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ９月 11 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

９月１日（火）・15 日（火）
午後１時 30 分〜３時

監査委員室
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
午前９時～午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の午前９時
～午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時
　　　※受付は４時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆心の健康相談（予約制）10 月１日（木）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆乳幼児育児健康相談 10 月５日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）９月 15 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　９月１日（火）　午前 11 時～午後 1 時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）
　９月９日（水）午後１時～午後３時
■ふれあい喫茶（深日会館）　　　
　９月 16 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は18.78円です。

「みさっきー＆みさきーちょ」の

LINEクリエーターズスタンプできました！

「みさっきー＆みさきーちょ」の

LINEクリエーターズスタンプできました！

「みさっきー＆みさきーちょ」の

LINEクリエーターズスタンプできました！

　スタンプ数は40パターン。みなさん「みさっきー&みさきーちょスタンプ」
を使ってたくさんのメッセージを送って、岬町をPRしてください。

▼購入方法　
①LINEアプリのスタンプショップの一番上の虫眼鏡欄に
　「みさっきー&みさきーちょ」と入れて検索。
②「みさっきー&みさきーちょ」を選択。
③「購入する」ボタンをクリック。

▼問合せ　観光交流課　☎492‐ 2730LINEスタンプ例

　国勢調査は､ 平成 27 年 10 月 1 日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。国内の人
口や世帯の実態を明らかにするため､ 統計法という法律に基づいて､ ５年に一度実施されます。
　調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、生活環境の整
備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。
　今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付けます。９月 20 日までにご回答ください。
また、インターネットでの回答がなかった世帯には、調査員が紙の調査票を配布して調査を行います。
　調査員は、国勢調査員証と腕章を携帯しています。調査票の記入内容は厳守されますので、ご協力を
お願いいたします。９月１日の回覧もあわせてご覧ください。

平成27年国勢調査を実施します平成27年国勢調査を実施します

▼国勢調査 2015 キャンペーンサイト　http://kokusei2015.stat.go.jp/
▼問合せ ○国勢調査コールセンター

　受付時間／午前 8 時～午後 9 時（土・日・祝日もご利用になれます）
　☎ 0570 ‐ 07 ‐ 2015　※ IP 電話の場合　☎ 03 ‐ 4330 ‐ 2015
○平成 27 年国勢調査岬町実施本部　☎ 492 ‐ 2775

▼QRコードリンク先　LINESTORE
　（http://line.me/S/sticker/1163611）


